
～ネットの危険から子どもたちを
　　　　　守るのはあなたです！～
～ネットの危険から子どもたちを
　　　　　守るのはあなたです！～

保 護 者 の み な さ ま へ

スマートフォンの使いすぎで、
生活リズムが乱れたままに。

便利さの裏側に危険が潜んでいます。

スマートフォン で

できることは、子ど

もにとって魅力的。

でもスマートフォン

が気になるあまり、

日常生活に支障が

出てしまうことも

少なくありません。

何気ない言葉で
思わぬトラブルに発展！？

（内閣府啓発リーフレット参照）

瞬時にやりとりす

る文字だけの会話

では、気持ちが通じ

ず仲間はずれにな

るなど、大人の目が

届きにくいところ

でトラブルに発展

しがちです。

ネットに流れた情報は
回収が困難！

自画撮り画像  や、

安易な気持ちで送

っ た 悪 ふ ざ け 画

像。ネットに一度

でも流れると、す

べてを回収・削除

す る こ と は 事 実

上、不可能です。

保護者に内緒で課金、
物を売買！？

ゲームで高額の課金、オ

ンラインショッピング

サイトでの詐欺被害な

ど、お金に係わるトラブ

ルも起きています。人気

のフリマアプリでも、保

護者の物を勝手に売る、

買い手に個人情報を悪

用される等の問題が生

じています。

ネットだけでは
相手の本当の姿はわかりません。

ネットで知り合っ

た人を簡単に信用

し、実際に会う約束

をして、取り返しの

つかない事件や犯

罪に巻き込まれて

しまった子どもも

います。

みなさんネッ
トの怖さ

知っています
か？
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トラブルの防止のため、
フィルタリングをかけましょう。

詳しくは、裏面に　　

※だまされたり脅されたりして、子どもが自分の裸を撮影させ

　られた上、SNS等で送信させられる被害が増えています。

※



青少年が使用する携帯電話端末等（タブレット等を含む。）

について、インターネット契約をする場合は、フィルタリン

グサービスを利用してください。

スマートフォンやタブレットを契約する際は、青少年有害

情報フィルタリング有効化措置を講じてください。

やむを得ずフィルタリングサービスを利用しない場合や、

有効化措置を希望した場合でもやむを得ず店頭で青少年有

害情報フィルタリング有効化措置を講じない場合は、携帯

電話インターネット事業者等に「やむを得ないと認められ

る理由」を記載した書面（電磁的記録を含む。）を提出しなけ

ればなりません。

※「やむを得ないと認められる理由」は次の場合になります。

　フィルタリングサービスを利用しない場合

　　•青少年が仕事をしており、業務に著しい支障を生じる場合

　　•青少年が心身に障害を有し、又は疾病にかかっており、日常生活に著しい支障を生じる場合

　　•保護者が青少年の携帯電話インターネット利用状況を把握し、有害情報を防止する場合

　有効化措置を講じない場合

　　•これらの場合のほか、保護者が自己の責任において適切に有効化措置を行う場合

～ネットの危険から子どもたちを守るために～

保 護 者 の 義 務

携帯電話インターネット事業者等の義務

〈お問合わせ先〉 香川県健康福祉部子ども政策推進局子ども政策課

TEL：087（832）3207　FAX：087（806）0207

香川県青少年保護育成条例を改正しました　～平成30年3月23日施行～
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青少年インターネット環境整備法により、携帯電話インターネットの役務を締結する際は、契約の相手方等

が青少年であるかどうか確認しなければなりません。

青少年が使用する携帯電話端末等（タブレット等を含む。）について、インターネット契約をする際は、青少年

又は保護者に対して下記の事項を説明し、これらの内容を記載した説明書を交付しなければなりません。

•携帯電話端末等からのインターネットの利用により有害情報の閲覧をする可能性があること

•フィルタリングサービスの利用の必要性及び内容並びに有効化措置の必要性及び内容

•携帯電話端末等からインターネットを不適切に利用することにより、犯罪を誘発し、又は犯罪による被害を

受けるおそれがあること

•フィルタリングサービスを利用しない場合や有効化措置を希望しない場合には、「やむを得ないと認められ

る理由」が必要であること及び書面の提出が必要であること

保護者から提出されたフィルタリングサービスを利用しない理由や青少年有害情報フィルタリング有効化

措置を講じない理由が記載された書面を一定期間保存しなければなりません。

•携帯電話インターネット事業者等が、法に定める年齢確認義務や説明義務を履行しないとき、又は条例に違

反したときは、勧告・公表を行う場合があります。

有効化措置ってなあに？

フィルタリングサービスを

利用していても公衆無線

LANやアプリを使用した場

合、有害情報の閲覧を制限で

きない場合があります。フィ

ルタリングを有効にするた

め、端末本体に青少年有害情

報フィルタリングソフトウ

ェアをインストールして、設

定することを言います。
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A．


